
こがねい安全・安心メールで災害・犯罪等緊急情報を配信しています。amail.koganei-city@raiden3.ktaiwork.jpに空メールを送信し、
返信されたメール内のURLから登録手続きができます　i地域安全課消防防犯係（☎042-387-9807）

もの忘れ予防検診

　令和８年４月１日時点で市内に住
所を有する５０歳以上の方で、チェッ
クリスト（受診券に同封または市ホ
ームページに掲載）の点数が２０点以
上の方は、医療機関でもの忘れ予防
検診を無料で受診できます。
■受診期間６月１５日㈪～令和９年３
月３１日㈬
■受診券について
①７０～７９歳の方＝受診券を送付②５０
～６９歳・８０歳以上の方、①の届いて
いない方＝介護福祉課窓口で配布
※送付・配布時期については、市ホ
ームページでお知らせします

m電話で、受診券に記載の検診実施
医療機関へ
i介護福祉課包括支援係（☎０４２-
３８７-９８４５）

福祉サービス 
第三者評価受審費の 
一部を補助

　福祉サービス提供事業者が福祉サ
ービス第三者評価を受審した場合
に、その受審費用の一部を補助しま
す。対象事業者・申請書等詳細は、
市ホームページをご覧ください。
m６月３０日までに、所定の申請書に
必要書類を添付し、直接、地域福祉
課地域福祉係（市役所第二庁舎２階
☎０４２-３８７-９９１５）へ

　７月１８日㈯～８月２３日㈰に市内福祉関連施設でボランティア体験を実
施します。（保険代等実費）
　このたび、ボランティアに参加するための事前説明会を開催しますの
で、希望の方は必ずいずれかの回にご出席ください。
d６月２６日㈮午後６時３０分～７時30分、２７日㈯午前１０時３０分～１１時３０
分、午後２時３０分～３時３０分
b社会福祉協議会
t市内在住・在勤・在学の小学校４年生以上の方
s各回３０人（申込順）
m６月１日～２５日に、申込フォーム、電話またはＥメールに事前説明会
希望日時・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を明記し、小金井ボランティア
・市民活動センター（☎０４２-３８７-００１１avc-koganei@circus.ocn.ne.
jp）へ

2026夏のボランティア体験
事前説明会を開催

　７５歳以上の方のみの世帯・障がいや難病のある方等を対象に、救急医
療災害支援情報キットを配布しています。
　緊急時や災害時に、救急隊が正確な情報を把握できるため、迅速で適
切な支援を得ることができます。
　詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
■配布場所地域福祉課（市役所第二庁舎２階）、保健センター、各地域
包括支援センター、本町高齢者在宅サービスセンター、障害者福祉セン
ター、精神障害者地域生活支援センターそらへ
i地域福祉課地域福祉係（☎０４２-３８７-９９１５）

もしものときの備えに
救急医療災害支援情報キット

緊急時の対応方法などを
記載したシートやお薬手
帳の写しなどを入れて保
管する容器です

　小金井さくら体操は転倒予防、
筋力・柔軟性・バランス力の向上
を目的としたご当地介護予防体操
です。参加できる会場については
お住まいの地域の地域包括支援セ
ンターへお問い合わせください。
　また、市公式YouTubeで小金
井さくら体操の動画を公開してい

ます。
　体操を通じて、心身ともに元気
になりましょう！
t市内在住の６５歳以上の方で、要
介護認定等を受けておらず、主治
医から運動の許可を得ている方
i各地域包括支援センター

地域包括支援センター 担当地区

小金井きた地域包括支援センター
（☎０４２-３８８-２４４０）

梶野町、関野町、緑町、本町２・３丁目、桜町
１・３丁目

小金井みなみ地域包括支援センター
（☎０４２-３８８-８４００） 前原町、本町６丁目、貫井南町

小金井ひがし地域包括支援センター
（☎０４２-３８６-６５１４） 東町、中町、本町１丁目

小金井にし地域包括支援センター
（☎０４２-３８６-７３７３） 本町４・５丁目、桜町２丁目、貫井北町

小金井さくら体操に
　　　　参加してみませんか

　熱中症対策の強化として、自宅にエアコンがないまたは製造から１５年が経過したエアコンが故障で使用できない世帯を対象にエアコン
購入等を助成します。
※都が実施している「東京ゼロエミポイント事業」と併用できます

エアコン購入費等を助成します住民税非課税世帯等

①地域福祉課地域福祉係（☎０４２-３８７-９９１５）
②地域福祉課生活福祉係（☎０４２-３８７-９８４０）

問い合わせ

▷１世帯１台まで
▷上限１０万円。生活保護世帯は対象経費ごとに上限有り

注意事項

※予算額に達した場合は受付を終了します

申請期限　令和９年２月26日㈮

　購入後に、申請書に領収書等を添付のうえ、問合先①へ。申請書や
助成要件等詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。

住民税非課税世帯、住民税均等割のみの
課税世帯、児童扶養手当受給世帯

対象①

　購入前に必ず担当のケースワーカーに相談してください。

生活保護世帯
対象②
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